
中小企業等事業再構築促進補助金交付規程（令和 5年 12月 12日付け改正） 
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改正日 条番号 条文見出し 項番号 改正後 改正前 

R5.12.12 第８条 電子情報処

理組織によ

る通知等 

第１項 中小機構は、第６条第１項の規定により行われた交付

の申請に係る次条第１項の規定に基づく交付決定の通

知、第１２条第１項の規定に基づく計画変更の承認、第

１５条の規定に基づく事故等の報告に対する指示、第１

６条の規定に基づく状況報告の要求、第１８条第１項の

規定に基づく補助金の額の確定の通知、同条第２項の規

定に基づく補助金の返還命令、同条第３項の規定に基づ

く延滞金の納付命令（第２１条第３項及び第２２条第４

項の規定において準用する場合を含む。）、第２１条第２

項の規定に基づく補助金の返還命令、第２２条第１項の

規定に基づく交付決定の取消し若しくは変更、同条第２

項の規定に基づく補助金の返還命令、同条第３項の規定

に基づく加算金の納付命令、第２４条第３項の規定に基

づく財産の処分の承認、同条第６項の規定に基づく財産

の処分による収入の納付命令、第２７条第１項の規定に

基づく収益の納付命令、又は同条第２項及び第３項の規

定に基づく補助金の返還命令について、当該通知等を補

助金申請システム又は電子メールにより行うことができ

る。 

中小機構は、第６条第１項の規定により行われた交付

の申請に係る次条第１項の規定に基づく交付決定の通

知、第１２条第１項の規定に基づく計画変更の承認、第

１５条の規定に基づく事故等の報告に対する指示、第１

６条の規定に基づく状況報告の要求、第１８条第１項の

規定に基づく補助金の額の確定の通知、同条第２項の規

定に基づく補助金の返還命令、同条第３項の規定に基づ

く延滞金の納付命令（第２１条第３項及び第２２条第４

項の規定において準用する場合を含む。）、第２１条第２

項の規定に基づく補助金の返還命令、第２２条第１項の

規定に基づく交付決定の取消し若しくは変更、同条第２

項の規定に基づく補助金の返還命令、同条第３項の規定

に基づく加算金の納付命令、第２４条第３項の規定に基

づく財産の処分の承認、同条第６項の規定に基づく財産

の処分による収入の納付命令、第２７条第１項の規定に

基づく収益の納付命令、又は同条第２項の規定に基づく

補助金の返還命令について、当該通知等を補助金申請シ

ステム又は電子メールにより行うことができる。 

R5.12.12 第２７条 収益納付及

び補助金返

還 

第３項 中小機構は、第２５条第１項の規定に基づき提出され

た事業化状況・知的財産権報告書により、成長枠又はグ

リーン成長枠において補助率引上げを受けている補助事

業者が事業計画終了時点を含む年度までの間に、予見で

きない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理

由なく、次の各号の条件を満たしていないと認められる

場合には、第１９条第１項の規定により支払を受けた補

助金の額のうち補助率引上げ分について補助金の返還を

命ずる。 

（１）採択発表日から補助事業完了期限日のいずれか

の時点が含まれる事業年度の直前の事業年度における給

与支給総額及び事業場内最低賃金を基準として、補助事

業実施期間内に給与支給総額を年平均６％以上引き上げ

るとともに事業場内最低賃金を年額４５円以上の水準で

引き上げること。 

（２）補助事業完了期限日が含まれる事業年度の給与

支給総額を基準として、事業計画期間中の給与支給総額

の増加率の年平均を２％以上にすること。 

（新設） 

第５項 第２項及び第３項に基づく補助金の返還については、

第１８条第３項の規定を準用する。 

第２項に基づく補助金の返還については、第１８条第

３項の規定を準用する。 


